
 

給料の特別調整額の特例に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成 18 年３月 31 日 

岩手県知事 増 田 寛 也  

岩手県規則第 63 号 

   給料の特別調整額の特例に関する規則の一部を改正する規則  

給料の特別調整額の特例に関する規則（平成 17 年岩手県規則第 14 号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（行政職給料表10級以上の職員に相当するもの）

第２条 条例附則第17項第１号の知事が定める職員

は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定

める職員とする。 

(１) 公安職給料表の適用を受ける職員 その職

務の級が10級である職員 

(２)～(５) [略]  

（行政職給料表８級又は９級である職員から除く

職員等） 

第３条 条例附則第17項第２号の行政職給料表の適

用を受ける職員でその職務の級が８級又は９級で

あるものから除く職員として知事が定める職員は

、次に掲げる職員とする。 

(１) 条例第５条第３項に規定する職務の級の分

類において８級にのみ分類される職務にある職

員 

(２) [略] 

２ 条例附則第17項第２号の行政職給料表以外の各

給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困

難及び責任の度等がこれに相当するものとして知

事が定める職員は、次の各号に掲げる区分に応じ

て当該各号に定める職員とする。 

(１) 公安職給料表の適用を受ける職員 その職

務の級が８級又は９級である職員 

(２)～(６)  [略] 

（行政職給料表８級以上の職員に相当するもの）

第２条 条例附則第17項第１号の知事が定める職員

は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定

める職員とする。 

(１) 公安職給料表の適用を受ける職員 その職

務の級が９級である職員 

(２)～(５) [略]  

（行政職給料表６級又は７級である職員から除く

職員等） 

第３条 条例附則第17項第２号の行政職給料表の適

用を受ける職員でその職務の級が６級又は７級で

あるものから除く職員として知事が定める職員は

、次に掲げる職員とする。 

(１) 条例第５条第３項に規定する職務の級の分

類において６級にのみ分類される職務にある職

員 

(２) [略] 

２ 条例附則第17項第２号の行政職給料表以外の各

給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困

難及び責任の度等がこれに相当するものとして知

事が定める職員は、次の各号に掲げる区分に応じ

て当該各号に定める職員とする。 

(１) 公安職給料表の適用を受ける職員 その職

務の級が７級又は８級である職員 

(２)～(６)  [略] 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

附 則 

 この規則は、平成18年４月１日から施行する。 
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